
申請者【雇用】

①雇用契約申請→雇用をクリック

②基本必要情報を入力します→「次のステップへ」

新規雇用の場合は入社日

無期雇用の場合は
2382/12/31

有期の場合は契約終了予定

日
Sheet「雇用契約分類表」参照。

分類ごとに画面が切り替わります

再雇用社員を選択して進めるとエラーになります（別の画面から申

請します）



③個人基本情報の入力

この画面では、採用媒体、採用経路、紹介手数料、採用者のメールアドレス情報を入力、「次のSTEPへ」を押します。

→紹介手数料はe-human連携項目

請します）

半角スペースで姓名を区切る。

全角ひらがな、漢字、カタカナ、半角大文字英字のみ

入力可

半角スペースで姓名を区切る。

半角ｶﾅ、半角スペースのみ入力可

生年月日、性別を入力

内定者にて、スマホ保持者は

「利用する（スマホ）」、

私用PC所持者は「利用する（私用PC）」を選択

基本は対象にします。

【例外】

①再雇用

②アルバイト一括採用時は代表

者だけ紹介手数料を入れ、他の

採用者は対象外にする運用とな

ります



③所属情報の入力（発令情報）

所属組織、役職、職能資格、勤務先事業所を入れます。

選択する雇用契約分類CDによって画面項目が多少異なります

「利用する（スマホ）」、

私用PC所持者は「利用する（私用PC）」を選択

ください

※スマホはライセンス料に限りがありますので

可能な限り「利用する（私用PC）」を選択くだ

さい

採用者の所属部門、勤怠

部門、費用部門を入力

（テキスト検索で検索可

能）

採用者の役職、職能資格

、号棒を入力

正社員の場合＝新卒の場

合は本タブで切り替え可

能

通常は採用でOK

契約社員のみ、初期値が選択されていないので

、採用を選択（再雇用社員と同じ画面のため）



④契約基本情報

契約情報を入力します

選択する雇用契約分類CDによって画面項目が大きく異なります

【能力給：雇用契約分類1000】

能力給者は固定割増なし or 能力給固定割増を入れる

就労場所（建物）を選択

イレギュラーの場合は「事業所その他」へ入

力

就労場所に関して、補足事項あれば入力

地域手当、固定割増賃金は

ハンド入力



【正社員年棒者：雇用契約分類2000】

年棒テーブルに年棒額を入れると固定割増賃金など自動計算されます

申請理由、業務内容、業務内容変更範囲は必須

年棒額入れる

見合い時間と月基準労働時間入れる

※固定割増なしも選択可能

基本給と固定割増賃金を自動計算、分割す

る

各種手当は任意入力

申請理由、業務内容、業務内容変更範囲は必須



【契約社員・顧問・校長：雇用契約分類3000】

基本、年棒者と同じです。異なる点だけ解説します

所定労働時間（日）6h～8h間で選択します。※原則0.5h刻

み

所定労働日数を１日～５日間で選択します



【DDI（正社員・契約社員)：雇用契約分類4000】

DDI店舗社員とDDI店舗契約社員同じ申請画面となります

こちらも異なる点のみ解説します

契約更新の有無選択必須

DD法適用区分選択必須

基本給、固定割増、各手当はハンド入力

契約更新上限回数を選択



基本給、固定割増、各手当はハンド入力

固定割増有の場合は18hを選択

正社員の場合は契約上限「なし」を入力



【常勤講師：雇用契約分類6000】

有期、、無期同様の仕様としています。

基本給、分掌手当はハンド入力

※担任手当は別途送付いただいたものを取り込

み致します。

無期の場合は契約上限「なし」を入力

申し送り事項などを記載。こちらは契約通知書へ印

字されません。



⑤契約労働条件

＜正社員、DDI契約社員＞

受動喫煙対策と労働条件通知書の下部に表示する補足文言を入れます

＜契約社員・常勤講師＞

労働時間の入力があります

受動喫煙対策を選択

契約通知書に契約注意事項と

いう欄を設けています。個別

対応などの条件はこちらへ入

力してください。そのまま印

字されます。



【社保情報】

以下の条件で組んでいます。特に入力する必要はありません（無視して結構です）

「④契約基本情報」の

所定労働時間（日）＝日所定労働時間

所定労働日数＝週所定労働日数

次のStepへ進む、を押します

ちなみに、前のStepへ戻るを押しても、雇用契約管理CDを変更しない限り、内容は保持されます

※セッションタイムアウト（30分）は除く

保存したい場合は、画面右端の「一時保存」を押すと保存できます

※ここで再雇用社員（管理職）、再雇用社員（一般）を選択していた場合はエラーになります。

【一時保存の行き先】

CWSトップページの「一時保存書類一覧」にあります



⑥社保判定

基本、そのままでよいはずです。

アルバイトで所定労働時間（日）×週所定労働日数が20時間に満たない場合 or 月額88000に満たない場合非加入になるか

また、生年月日で40歳以上は介護保険対象になるか、がチェック観点になると思います

※一部、短時間適用事業所以外（従業員100人以下、24年10月～50人以下）にて、

週所定労働時間20h以上30h未満で加入になる場合がありますが、そのまま進めてください（労務側で修正します）



次のStepへ進む

⑦入力内容の確認



⑧送信を押します

⑨各添付ファイルを添付→ファイル送信を押します

以下略



⑩申請完了です。「メインページへ戻る」を押します








